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◆改定等の履歴 
※関係諸法令や各種基準等の改正・変更に基づき、指針の改定等を行うことがあるので、必ず最新版を参照すること。 

年月日 改定等の概要 

平成３１年４月１日 新規適用 

令和２年４月１日 

３ページ内 

 「ア．日本工業規格（ＪＩＳ）」を「ア．日本産業規格（ＪＩＳ）」に変更。 

６ページ内 

 「スプリンクラーを設置する建物」を追加。 

３２ページ内 

 「予定する検査日の３日前までに」を「予定する検査日の３営業日前までに」に変更。 

 「検査日から３日以内に」を「検査日から３営業日以内に」に変更。 

令和３年４月１日 

３ページ内 

「水路を横断して給水管を布設する場合は、原則として下越しで施工すること。やむを得ず上越しす

る場合は、水路管理者等と協議のうえ、その指導に従うとともに防護・防寒措置を十分に行うこと。」

を追加。 

４ページ内 

給水管等の材料の指定として「水道給水用ポリエチレン管」を追加。 

また、「水道用ポリエチレン二層管」を「水道用ポリエチレン１種二層管」に変更。併せて、文字記号等 

を追加。 

さらに、「水道配水用ポリエチレン管を施工する場合は、別途定める「水道配水用ポリエチレン管施工要領」 

を遵守すること。」、及び「水道給水用ポリエチレン管を施工する場合、管や継手類は同じ管材メーカーのも 

のを使用し、同メーカーの発行する施工要領を遵守すること。」を追加。 
４～５ページ内 

 凍結のおそれがある場所における施工上の注意事項等を追加。 

５ページ内 

「水道配水用ポリエチレン管の場合」、「配水用ポリエチレンパイプシステム協会(ＰＯＬＩＴＥＣ)、

または、管材メーカーが主催する配管施工講習会を受講」、「水道給水用ポリエチレン管の場合」、「業

界団体、または管材メーカーが主催する配管施工講習会（給水用具、継手に関するもの）を受講」を

追加。 

６ページ内 

「１本の引込みで複数の棟に給水する集合住宅の場合は、棟ごとに止水できるよう給水管の分岐部の

近くに仕切り弁を設置すること。」を追加。 

６ページ内 

「水道メーターがφ４０以下の場合は、その上流に必ず直結止水栓を設置し、さらに必要によりフレ

キシブル継手（給水管にＨＰＰＥを使用する場合は不要）を設置することができる。」に変更。 

７ページ内 

「水道用ポリブデン管（ＰＢＰ）は屋外埋設部分には使用しないこと。」を追加。 

７ページ内 

「給水歴のない、または長年給水していない既設の給水装置の場合の水圧、給水能力の確認は特に念

入りに行うこと。」を追加。 

８ページ内 

「、直結止水栓の修繕等」を追加。 

８ページ内 

「新設工事で、φ50以上の電子メーターを新たに取り付ける場合、遠隔表示器は検針しやすい場所に

設置するとともに、ケーブルは破損の恐れのない場所へ埋設すること。」を追加。 

９ページ内 

「第５章 ポリエチレン管」とし、水道配水用(給水用)ポリエチレン管に対応したものに変更。 

さらに、別冊の「ポリエチレン管配管要領」と関連付ける。 

１９ページ内 

「４．給水管の耐圧試験」を細分化。 

２０ページ内 

「※ 将来的に給水の予定があるとして第一止水栓で閉止する場合は、給水装置工事申込書に申込者か

ら念書を得ること。」を追加。 

また、「閉止方法等」を細分化。 

２１ページ内 

「配水用ポリエチレンパイプ」を「水道配水用(給水用)ポリエチレン管」に変更。 

また、「水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管Ａ、Ｂ、Ｄ」「ＳＧＰ－ＶＡ、ＳＧＰ－ＶＢ、ＳＧＰ 

－ＶＤ」を追加。 

 



年月日 改定等の概要 

令和３年４月１日 

２７ページ内 

 「水道配水用ポリエチレン管」を「水道配水用(給水用)ポリエチレン管」に変更。 

また、各種撤去管の「文字，数字，斜線は赤色で記入する。」を「文字，数字は黒色、斜線は青色で記 

入する。」に変更。 

３０ページ内 

「給水用具の交換とそれに伴う必要最小限の配管を行う場合は申込みを省略することができる。」を追

加。 

３０ページ内 

工事の種類について、一部を細分化。 

また、「一般住宅の場合」を「集合住宅以外の場合」に変更。 

３０ページ内 

「取出工事の場合、給水装置工事竣工報告書の平面図には配水管の深さ、及び分岐部のオフセットを

原則として３点以上記入すること。」を追加。 

３２ページ内 

「集合住宅等で複数の水道メーターを設置する場合、誤配管がされていないか。」を追加。 

令和４年４月１日 

改定に伴い、一部ページ番号を変更。 

１、６、８、９ページ内 

「他の給水管」を「他人名義の給水装置」に変更。 

６ページ内 

直結止水栓の一次側から分岐引用する場合の接合方法にかかる記述を追加。 

７ページ内 

給湯器へ接続する給水管の立ち上がり部分からの分岐を禁じる記述を追加。 

２４ページ内 

立面図の省略を認める条件等を追加。 

令和５年４月３日 

６ページ内 

別冊「水道直結式スプリンクラー設備の取扱基準」と関連付ける記述を追加。 

１４ページ内 

活水器等の対象とする器具として「元付け型浄水器」を追加。 

また、止水栓と逆流防止装置の設置を規定していた点を逆止弁のみの設置に変更。 

１５、１６ページ内 

「２．管路活水器等の設置例」の例示図内にて止水栓と逆流防止装置の設置を規定していた点を逆止

弁のみの設置に変更。 

３３ページ内 

「保温用の砂は」を「保温用の砂や保温材は」に変更。 

令和７年４月１日 

全体 

「分水ＥＦサドル（止水タイプ）」を「ＥＦサドル（止水プラグ付き）」に変更。 

４ページ内 

「②給水管の耐震化を図り、漏水対策を強化するため、配水管への取付口から水道メーターまでの間

の給水管の材料を下記のとおり指定する。さらに、令和７年４月より、新たにφ50以下の給水管を布

設する場合は、原則として水道配水用ポリエチレン管、及び水道給水用ポリエチレン管に限定する。」

に変更し、表内の規格等、及び特記事項等を一部見直し。 

６ページ内 

「４栓以上の場合はφ２０以上とすること」を追加。 

また、「(７) 今後、標準化が進むことを見越し、水道メーターの二次側への逆止弁の取り付けを検討 

すること。」、及び特記事項等として「・埋設型メーターユニットを推奨する…」を追加。 

さらに(11)の特記事項等にて縮径方法の記述を変更。 

９ページ内 

特記事項等として「・埋設型メーターユニットを推奨する…」を追加。 

１０ページ内 

「、または業界団体」を追加。 

１２ページ内 

「◆ 受水槽を設置するにあたっては…」、及び関連事項を追加。 

１７ページ内 

 「第８章 直結直圧給水方式の特例」を「第８章 ３階建て建物への直結直圧給水方式の特例」に変更 

し、「１.特例に関する基準」を一部見直し。 

１９ページ内 

 「(３) 配水管が水道配水用ポリエチレン管の場合」を追加。 

２１ページ内 

「１つの区画・敷地に複数本ある給水管のうち使用しないものについて、」を追加。 

 



年月日 改定等の概要 

令和７年４月１日 

３１ページ内 

「原則としてそれぞれの権利関係者、及び利害関係者の承諾を得ること」に変更。 

また、（２）における工事の種別、及び申込み区分を一部見直し。 

さらに「次の場合は、原則として承諾者の自筆で住所・氏名を記入すること。」に変更。 

３３ページ内 

「保温用の砂や保温材は」を「保温用の保温材は」に変更。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



― 目 次 － 
 
第１章 総則 ・・・・・・・・・・・・・１ 

１．趣旨 
２．用語の定義 
３．給水装置工事の種類 
４．許認可を要する工事の注意事項 
５．⼿数料等 

 
第２章 給水装置にかかる指定 ・・・・・３ 

１．給水装置の構造及び材質 
２．給水装置工事の条件 

 
第３章 給水装置の設計に必要な調査・・・８ 

１．構造・材料 
２．⽴地・物件 
３．承諾・許可 
４．その他 

 
第４章 水道メーター ・・・・・・・・・９ 

１．水道メーターの設置 
２．メーターボックスの材質・仕様等 

 
第５章 ポリエチレン管 ・・・・・・・・10 

１．水道配水用・給水用ポリエチレン管 
２．水道用ポリエチレン１種二層管 

 
第６章 受水槽等 ・・・・・・・・・・・12 

１．受水槽の設置にかかる基準 
２．受水槽等に給水する場合の吐水口空間 
３．作成・提出する図面等 

 
第７章 管路活水器等 ・・・・・・・・・14 

１．管路活水器等の設置にかかる条件 
２．管路活水器等の設置例 

 
第８章 ３階建て建物への 

直結直圧給水⽅式の特例 ・・・・17 
１．特例に関する基準 

 
第９章 取出工事 ・・・・・・・・・・・18 

１．分岐取出しの条件・基準 
２．分岐取出しの方法 
３．止水栓及び仕切り弁の設置位置 
４．給水管の耐圧試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
第１０章 撤去工事 ・・・・・・・・・21 

１．撤去工事 
 
第１１章 製図 ・・・・・・・・・・・22 

１．文字・単位・記号 
２．付近⾒取図 
３．平面図 
４．⽴面図 
５．オフセット 

 
第１２章 給水装置の表示 ・・・・・・25 

１．直結方式 
２．受水槽方式 
３．管類の表示 
４．管類、及びその他 

 
第１３章 工事にかかる主な事務 ・・・31 

１．給水装置工事申込書 
２．給水装置工事設計資料 

・給水装置工事竣工報告書 
 
第１４章 竣工検査 ・・・・・・・・・33 

１．検査の注意事項 
２．検査項目 
３．写真等の提出 

 

＊別冊 
１．給水装置 標準図 
２．水道メーターの主要寸法表・外観寸法図 
３．給水装置工事申込等の流れ 
４．給水管取出工事などの占用許可工事に 

おける注意事項 
５．ポリエチレン管配管要領 
６．水道直結型スプリンクラー設備の 

取扱基準 
７．様式集 

 

 



1 

第１章  総則 
 
１．趣旨 

この指針は、水道法、燕・弥彦総合事務組合給水条例、同給水条例施行規程等に基づき、給水装置工事の設

計、及び施行等に関し必要な事項を定め、もって当組合水道事業の健全な発展とその適切かつ合理的な運営に

資することを目的とする。 

 

２．用語の定義 
用語 概要 

管理者 燕・弥彦総合事務組合水道事業管理者のこと。 

指定給水装置工事事業者 

（以下、工事事業者） 
水道法第16条の2第１項により管理者が指定した事業者のこと。 

給水装置工事主任技術者 

（以下、主任技術者） 

水道法第25条の4第１項により工事事業者が選任した者で次の職務がある。 

・給水装置工事に関する技術上の管理 

・給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督 

・給水装置の材料が基準適合品であることの確認 

・管理者との給水装置工事に関する連絡調整 

・その他厚生労働省令で定める職務 

配水管 
浄水を輸送、分配、及び供給する機能を持ち、管理者の施設となっているも

の。 

給水管 
申込者が給水の目的で、配水管、または他人名義の給水装置から分岐し布設

する管をいう。 

給水用具 給水管と直結して、有圧のまま給水できる用具のこと。 

給水装置 

申込者に水を供給するため、配水管、または他人名義の給水装置から分岐し

て設けられた給水管、及びこれに直結する給水用具のこと（配水管等と直結

されていない受水槽以下は給水設備）。 

直結給水

方式 

直結直圧給水

方式 

給水装置の末端水栓まで配水管の直圧により給水する方式。 

※３階建ての建物について特例あり。 

直結増圧給水

方式 

配水管から引き込まれた給水管に増圧給水装置を直結し、水圧を増圧させて

給水する方式。 

受水槽方式 

配水管から分岐した給水管で水道水を受水槽に受水した後、これをポンプで

高置水槽へ揚水し、自然流下で給水する方法。 

（高置水槽を設置しない場合もあり） 

 

３．給水装置工事の種類 
 
 (１) 新設工事 

① 新設引込 

ア．配水管から第一止水栓までを新規に配管する工事 

イ．配水管から分譲地等における共同管の第一止水栓までを新規に配管する工事 

② 新設引込・給水 

上記①に加え、その二次側も新規に配管のうえ、水道メーターを設置して給水する工事。 

③ 新規開栓 

過去に給水した経歴の無い給水管に、新規に水道メーターを設置して給水する工事。 
 

※特記事項等 

・地区によっては給水管に第一止水栓が無い場合がある。その場合は、申込者から経

費負担の承諾を得たうえで設置すること。 
 
(２) 改造工事 

① 過去に給水した経歴がある給水装置の口径や材料、配管、位置等に変更を加える工事。 

② 水道メーターの口径や位置を変更する工事。 
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 (３) 修繕工事 

① 給水装置の破損個所の修理や布設替え等を行う工事で、給水栓の数量を変えないもの。 
 
 (４) 撤去工事 

① 以後、使用予定の無い給水管の撤去等を行う工事。 
 

☞関連事項 

・具体的な撤去・閉止方法等は第10章（21ページ）を参照のこと。 

 

４．許認可を要する工事の注意事項 
道路や河川などの許認可を要す工事の場合、関係官公署等と十分に協議を行うこと。 

また、工事の施行にあたり別冊の「給水管取出工事などの占用許可工事における注意事項」を徹底すること。 

 

５．⼿数料等 
給水装置工事の竣工検査を申し込む際に「設計審査・検査手数料」を納入する。 

 工事の種類に関わらず、１件あたり1,000円とする。 
 

※特記事項等 

・加入金、負担金は不要。 

・配水管から給水管を分岐取出しする際の工事費用は、口径や延長に関わらず、申込

者の負担となる。 
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第２章  給水装置にかかる指定 
 
◆ 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行え

るようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用い

ようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定する。 
 
◆ 管理者は、工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事、及び当該取付口から水道メーターまでの

工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指定する。 
 
◆ 指定に従わないことが給水拒否、給水停止の要件になるものではない。 

 

１．給水装置の構造及び材質 
 
 (１) 配水管へ給水装置を取り付ける際、及び給水装置を埋設する際は下記の離隔を確保すること。 

区分 離隔 

配水管に継手部がある場合 配水管継手部の端面からの取付口（サドル付分水栓等）の端面ま

での最小離隔として３０㎝以上確保する。 

配水管に複数の給水装置を取り付 

ける場合 

それぞれの取付口（サドル付分水栓等）の端面から端面までの最

小離隔として３０㎝以上確保する。 

他の埋設物や構造物と給水装置が 

並行する場合 

それぞれの外面と外面との最小離隔として３０㎝以上確保する。 

他の埋設物や構造物と給水装置が 

交差する場合 

それぞれの外面と外面との最小離隔として１５㎝以上確保する。 

また、給水装置の継手部を交差させないこと。 
 
(２) 水路を横断して給水管を布設する場合は、原則として下越しで施工すること。やむを得ず上越しする場合

は、水路管理者等と協議のうえ、その指導に従うとともに防護・防寒措置を十分に行うこと。 
 
 (３) 配水管への取付口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこ

と。 

① 給水管口径の決定 

ア．給水装置の設計はすべて水理計算を根拠とし、さらに、従来の経験や類似条件の設計や現況を勘案

して行う。 

イ．設計水圧は原則として０.２MPa とする。ただし、低・高水圧地区においては計器実測した動水頭に

基づき設計をする。 

ウ．水理計算に用いる設計水量は、設計瞬時最大流量とする。 

エ．計画瞬時最大流量で管内流速が２.０ｍ/secを超えないこと。 

オ．水道メーターの使用流量基準を考慮すること。 
 

※特記事項等 

・改造工事で既設の水道メーターの口径がφ１３である場合は、設計流量に応じて口

径を変更すること。 
 
 (４) 水圧、土圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、または漏れるおそれがないも

のであること。 

① 給水装置の材料は所定の基準に適合したものとする。 

区分 基準 

既存の製品 

次のア～ウは設計段階での基準適合性を有することは明白であり、これに基づき製造

された製品であれば基準適合品となる。 

ア．日本産業規格（JIS）品 

イ．日本水道協会規格（JWWA）品 

ウ．日本水道協会の型式登録品 
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第三者認証品 

製造業者の希望に応じて製品が基準に適合することを第三者認証機関が証明し、認証

マークの表示を認められた製品である。 

認証マークは個々の材料・給水用具類に貼付することが義務付けられていないため、

主任技術者は認証を受けているか確認しなければならない。 

自己認証品 

製造業者、及び販売業者が自らの責任において基準適合性を証明することを原則とす

る。 

主任技術者は、製造業者や使用者等から基準適合性を証明するデーターを提出させる

等により、確実に基準を満足しているか確認しなければならない。 
 

② 給水管の耐震化を図り、漏水対策を強化するため、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水

管の材料を下記のとおり指定する。さらに、令和７年４月より、新たにφ５０以下の給水管を布設する場

合は、原則として水道配水用ポリエチレン管、及び水道給水用ポリエチレン管に限定する。 

口径 指定 規格等 文字記号 

φ１５０以下 

水道配水用ポリエチレン管（PE100） 

水道給水用ポリエチレン管（PE100） 

JWWA K 144 

JIS外径寸法・青色 
ＨＰＰＥ 

水道用ポリエチレン１種二層管 JIS K 6762 ＰＰ 

φ１５０超 
ダクタイル鋳鉄管（GX形） JWWA G 120 ＤＩＰ 

水道配水用ポリエチレン管 JWWA K 144 ＨＰＰＥ 
 

※特記事項等 

【給水管の材料の指定】 

 

団地造成によって 

配管する給水管が 

帰属対象となる場合 

一般住宅や店舗、工場、 

集合住宅等へ給水管を 

引込む場合 

φ１５０ 

以下 

φ１５０ 

超 

φ４０ 

以下 
φ５０ 

φ７５ 

以上 

水道配水用ポリエチレン管 ○ ― ― ○ ○ 

水道給水用ポリエチレン管 ― ― ○＊１ ― ― 

水道用ポリエチレン１種二層管 ― ― △＊２ △＊２ ― 

ダクタイル鋳鉄管 ― ○ ― ― ― 

  ＊１：φ２５以下が対象。水道メーターをφ４０とする場合は、φ５０で引込みの 

うえ縮径するため対象外。 

  ＊２：配水管が非耐震管の場合や特殊事情がある場合、第一止水栓の二次側の配 

管の場合に限る。 
 

☞関連事項 

・使用部材、及び接続方法は、別冊の「給水装置 標準図」を参照のこと。 

・水道配水用ポリエチレン管を施工する場合は、別途定める「水道配水用ポリエチレン管

施工要領」を遵守すること。 

・水道給水用ポリエチレン管を施工する場合、管や継手類は同じ管材メーカーのものを使

用し、同メーカーの発行する施工要領を遵守すること。 
 
 (５) 凍結、破壊、侵食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。 

① 凍結、破壊、侵食、電食、酸食、損傷を防止するための処置を施すこと。特に、凍結のおそれがある場 

 所では、耐寒性能を有する給水管と給水用具を使用する、または、断熱材・保温材による被覆や、加温式 

 凍結防止器の使用などによる防寒措置を講じるか、水抜き用の給水用具を設けること。 
 

☞凍結のおそれがある主な場所 

・凍結深度より浅く布設する箇所 

・積雪による保温が期待できない箇所 

・外気の影響を受けやすい箇所 

・水路等を上越しで横断する箇所 

・屋外や床下に露出で立ち上がり配管する箇所 

・室内の暖房温度が期待できない屋内配管 
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▼水路を上越しする場合の配管等施工例                 ▼屋外露出する場合の防寒措置例 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                        単位：ｍｍ  

口径 ～φ150 φ200～ 

保温厚 20 30 

 

② 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプを直接連結しないこと。 

③ 給水管内に死水や空気が停滞するおそれのある箇所には排除装置を設けること。 

④ 水撃作用を生じやすいボールタップや定水位弁等の給水用具には必要に応じて水撃作用防止装置を取 

り付けること。 
 
 (６) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。 

① ２箇所以上の取出しを相互連絡してはならない。 

② 別個の水道メーターで計量されている複数の給水装置を相互連絡してはならない。 

③ 水道以外の管（井戸水、工業用水、冷却水等）と連絡してはならない。 
 
 (７) 水槽、プール、流しその他水を入れ、または受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆

流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。 

① 一度、給水管から出た水が再度逆流する構造でないこと。 

② 給水管内に汚水が逆流するおそれのある装置や構造でないこと。 

③ 農業用（ハウスや畑等）として配管する場合は、水道メーターの下流側１ｍ以内に逆流防止装置を設置 

すること。 
 
 (８) 工費が低廉であり、かつ所定の工法に基づく施工ができ、維持管理や故障の修理が容易なものでなければ

ならない。また、美観を損せないものとする。 

 

２．給水装置工事の条件 
 
 (１) 配水管への分水栓の取り付け、穿孔、給水管の接合等を適切に行う技能、及び経験を有する次の者を従事

させること。 

従事者 資格等 

配管工 (公社)日本水道協会新潟県支部主催の技能講習を受講 

 水道配水用 

ポリエチレン管の場合 

配水用ポリエチレンパイプシステム協会(ＰＯＬＩＴＥＣ)、または管材メ

ーカーが主催する配管施工講習会を受講 

 水道給水用 

ポリエチレン管の場合 

業界団体、または管材メーカーが主催する配管施工講習会（給水用管、継

手に関するもの）を受講 

配管技能士 職業能力開発促進法第44条で規定する技能検定に合格 

配管科過程終了者 都道府県知事の認定を受けた職業訓練校の過程を終了 

配管技能検定合格者 (公財)給水工事技術振興財団主催の技能検定に合格 
 
 (２) １つの区画・敷地につき給水管の引込みは１本を原則とする。 
 

☞関連事項 

・管理者が特別の理由があると認めたときはこの限りでない。第10章（21ページ）参

照のこと。 
 
(３) 新たに給水管を引込む際の口径はφ２０以上とすること。 
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 (４) 直結直圧給水方式による給水の範囲は原則として２階までとし、２階の給水用具が２栓以上の場合は立 

ち上がり部分の給水管の口径はφ１６以上、４栓以上の場合はφ２０以上とすること。 
 

☞関連事項 

・３階建ての建物における直結直圧給水方式の特例については第８章（17 ページ）を

参照のこと。 
 

※特記事項等 

・直結増圧給水方式を希望する場合は、必ず管理者と事前協議を行うこと。 
 
 (５) 給水管に第一止水栓が設置されていない場合は、申込者から経費負担の承諾を得たうえで設置すること。 
 
 (６) 第一止水栓は宅地内に設置する。 
 

※特記事項等 

・給水管の引込みが土水路を横断する場合や給水管の道路縦断延長が１０ｍを超える

場合は、分岐部に近い公道上で、かつ官民境界に近接させて設置する。 

加えて、水道メーターの位置が官民境界から１.５ｍを超える場合は、宅地内にも止

水栓を設置する。 
 
(７) 今後、標準化が進むことを見越し、水道メーターの二次側への逆止弁の取り付けを検討すること。 
 

※特記事項等 

・埋設型メーターユニットを推奨する。仕様等は第４章（９ページ）を参照のこと。 
 
(８) 他人名義の給水装置からの分岐部から止水できない区間が１０ｍを超える場合は、分岐バルブを設置する

こと。 
 
(９) 他人名義の給水装置の直結止水栓の一次側から分岐引用する場合は、ＴＳ接合で行わないこと。 
 

※特記事項等 

・他人名義のＶＰ、ＣＰから分岐する場合・・・・金属接合 

・他人名義のＰＰから分岐する場合・・・・・・・金属接合、またはＥＦ接合 

・他人名義のＨＰＰＥから分岐する場合・・・・・金属接合、またはＥＦ接合 
 
(10) １本の引込みで複数の棟に給水する集合住宅の場合は、棟ごとに止水できるよう給水管の分岐部の近く 

に仕切り弁を設置すること。 
 
 (11) 取出口径と水道メーターの口径が異なる場合は、取出口径と同口径で水道メーター手前まで配管すること。 
 

※特記事項等 

・特殊な事情や個人の都合により取出口径と異なる口径で水道メーターを使用する場

合は、フレキシブル継手を設置する場合はその手前で、設置しない場合は直結止水

栓の一次側１ｍ以内で異径継手を用いて配管する。 

・水道メーターの口径をφ１３とする場合は、メーター前後で片落管を用いて縮径す

る。ただし、取出口径より２段落ちまでとする。 

・別冊の「給水装置 標準図」を参照のこと。 
 
 (12) 水道メーターがφ５０以下の場合は、その上流にフレキシブル継手を設置すること。なお、既設の水道メ

ーターを移設する場合においても同様とする。 
 
 (13) 水道メーターがφ５０以上の場合は、その上流・下流ともに仕切弁を設置すること（第一止水栓とは別）。

なお、上流側はメーターボックス内に設置し、下流側はメーターボックス内、もしくはメーターボックスか

ら１ｍ以内の位置に設置すること。 
 
 (14) 申込者に緊急断水もあり得る旨説明し、十分理解を得ること。 
 
 (15) 次の場合は受水槽方式とすること 

① 給水管の口径に比べ著しく多量の水を一時に使用する建物 

② 常に一定の水圧を必要とする建物 

③ 短時間といえども断水することができない工場や病院等 

④ 逆流により配水管の水質を汚染させるおそれのある設備を設置する建物 

⑤ 高層建築物（原則、３階以上） 

⑥ スプリンクラーを設置する建物 
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☞関連事項 

・小規模社会福祉施設への水道直結式スプリンクラー設備の設置については、別冊の

「水道直結型スプリンクラー設備の取扱基準」を参照のこと。 

 

⑦ 管理者が必要と認めた建物 
 

☞関連事項 

・受水槽は受水タンクの入水口の逆止弁までが給水装置であり、水質の保全等におけ

る責任の分界点となる。 
 

☞関連事項（つづき） 

・受水槽の設置にかかる詳細は第６章（12ページ）を参照のこと。 

・３階建ての建物における直結直圧給水方式の特例については第８章（17 ページ）を

参照のこと。 
 
 (16) 給水装置の管路に活水器等（以下、管路活水器等）を設置する場合は、管理者と十分に協議すること。 
 

☞関連事項 

・管路活水器等の設置についての詳細は第７章（14ページ）を参照のこと。 
 
 (17) 給湯器へ接続する給水管の立ち上がり部分からの分岐は行わないこと。 
 
 (18) 特殊な事情や個人の都合による設計を行う工事の場合は、給水装置工事申込書に申込者から念書を得る 

こと。 
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第３章  給水装置の設計にかかる調査 
 
１．構造・材料 
 
（１）申込者が必要とする水量、用途、使用人数、使用時間等 
 
（２）設置場所に適した材料・給水用具類の選定 
 

※特記事項等 

・水道用ポリブデン管（ＰＢＰ）は屋外埋設部分には使用しないこと。 
 
（３）使用水量等に適した給水方法の選定 
 
（４）配管する位置の選定（経済面、維持管理面） 
 
（５）水道メーターを設置する位置の選定 
 

☞関連事項 

・水道メーターの設置位置は第４章（９ページ）を参照のこと。 
 
（６）建築配置図等との突合 

 

２．⽴地・物件 
 
（１）工事場所付近の配水管の布設状況（位置、水圧、給水能力） 
 
（２）給水台帳や現地確認による既設の給水装置の把握（位置、水圧、給水能力） 
 

※特記事項等 

・給水歴がない、または長年給水していない既設の給水装置の場合の水圧、給水能力

の確認は特に念入りに行うこと。 
 
（３）配水管や他人名義の給水装置からの分岐部と給水口の高低差 

 

３．承諾・許可 
 
（１）土地、建物、分岐等にかかる権利関係者、及び利害関係者の有無 
 
（２）道路、河川などの許認可の要否 

 

４．その他 
 
（１）ガス、電力等の地下埋設物の状況 
 
（２）断水、騒音、振動、交通障害等が生じる可能性 
 
（３）その他設計に必要な事項 
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第４章  水道メーター 
 
１．水道メーターの設置 
 
 (１) 水道メーターの設置は、原則として１つの建築物につき１個とする。ただし、建築物の構造上必要と認め

られる場合はこの限りではない。 
 
 (２) 受水槽を設置する場合は、その上流側に水道メーターを１個設置する。ただし、受水槽を設置する公営住

宅等で、管理上必要であると管理者が認めた場合は、受水槽下流側の住宅ごとに設置することができる。 
 
 (３) 水道メーターの口径は、配水管からの取出口径と同口径にすること。ただし、給水管の延長が長い場合や、

将来において使用水量の増加が見込まれる場合はこの限りでない。 
 

☞関連事項 

・縮径方法については、第２章（３ページ）を参照のこと。 
 
 (４) 水道メーターの設置位置は次のとおりとすること。 

① 建築物等の敷地内とする。 

② 原則として配水管または他人名義の給水装置からの分岐部に最も近い位置とする。 

③ 建築物の外とする。 

④ 検針や水道メーター取替え、直結止水栓の修繕等に支障のない位置とする。 

⑤ 衛生的で損傷のおそれがない場所とする。 

⑥ 水平に設けることができる場所とする。 
 

☞関連事項 

・水道メーターの寸法は別冊の「水道メーターの主要寸法表・外観寸法図」を参照の

こと。 
 

※特記事項等 

・新設工事で、φ50 以上の電子メーターを新たに取り付ける場合、遠隔表示器を検針

しやすい場所に設置するとともに、ケーブルは破損の恐れのない場所へ埋設するこ

と。 

 

２．メーターボックスの材質・仕様等 
 

口径 材質 仕様・基準 

φ１３ ＦＲＰ製 ・反応板付 

・底板付 

・施工業者名記入プレート付 

・φ１３・φ２０兼用タイプ 
φ２０ 

φ２５ ＦＲＰ製 ・反応板付 

・底板付 

・施工業者名記入プレート付 

 
φ４０ 

φ５０以上 ダクタイル鋳鉄製（小蓋付） 

 

ＦＲＰ製（小蓋付） 

・ボックス内に上流側仕切り弁とメーター前後のフラン

ジが入り、取り外しが容易な大きさであること。 

・電子メーターの場合は、遠隔表示器用ケーブルの埋設

用ケース管を設置すること。 
 

※特記事項等 

・埋設型メーターユニットを推奨する。 

・埋設型メーターユニットの仕様については、管理者が別途定める仕様書を参照のこ

と。 
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第５章  ポリエチレン管 水道配水用・給水用ポリエチレン管，水道用ポリエチレン 1 種二層管 
 
◆ 水道配水用ポリエチレン管の配管作業には、配水用ポリエチレンパイプシステム協会（ＰＯＬＩＴＥＣ）が

主催する水道配水用ポリエチレン配管施工講習会、または管材メーカーが主催する配管施工講習会を受講した

技能者が従事すること。また、原則として同協会が発行する技術資料、及び施工マニュアルに従うこと。 
 
◆ 水道給水用ポリエチレン管の配管作業には、管材メーカー、または業界団体が主催する水道給水用ポリエチ

レン管の配管施工講習会を受講した技能者が従事すること。 
 
◆ 耐圧試験を行う際は、当指針で定める手順に従うこと。 
 
◆ 当指針のほか、別途定める「水道配水用ポリエチレン管施工要領」を遵守すること。 

 

１．水道配水用・給水用ポリエチレン管・・・ＨＰＰＥ 
 
(１) 運搬 

① 管や継手は、傷がつきやすいので、積み下ろしの時などに放り投げたりして衝撃を与えないこと。 

② 管が荷台などの角に直接当たらないよう緩衝材で保護する。 

③ 管を運搬する際は、必ず管全体を持ち上げて運び、引きずったり滑らせないこと。 
 

(２) 保管 

① 管の保管は、荷姿のまま屋内保管を原則とする。やむを得ず屋外に保管する場合は、シートなどで覆い

直射日光が当たらないようにするとともに、熱気がこもらないよう風通しに配慮する。 

② 管の保管は、平坦な場所に枕木を約１ｍ間隔で敷き、不陸が生じないようにして横積みしないこと。ま

た、井げた積みにもしないこと。 

③ 継手の保管は、荷姿のまま屋内保管を原則とする。やむを得ず屋外に保管する場合は、梱包状態のまま

シートなどで覆っておく。 

④ 管、継手ともに、土砂、洗剤、溶剤、油が付着する恐れがある場所、及び火気または熱源の近くには置

かないこと。 
 

(３) 工具等 

① 切断・切削作業に用いる工具等 

作業項目 工具等 

切断位置のマーク マジックインキ 

管・継手の固定 コールドリング 

管の切断 パイプカッター 
 

② 接合作業に用いる工具等 

作業項目 工具等 

ＥＦ（融着）接合面の切削 スクレーパー 

管・継手の清掃 ウエス、ペーパータオル、アセトン 

インコアの挿入（メカ継手を使用する場合） プラスチックハンマー 

ＥＦ（融着）接合 ＥＦコントローラ 

継手部の固定 クランプ 
 

(４) 切断時の留意点 

① 継手の受入口からの長さを考慮し、切断箇所にはあらかじめマジックインキで標線を入れる。 

② 管の切断を行う際、コールドリングを用いて管を固定する。 

③ 標線に沿い、管軸に対して直角になるようパイプカッターで切断する。ノコ歯での切断は避けること。 
 

(５) 接合上の注意事項 

① 水道配水用(給水用)ポリエチレン管の接合は、原則としてＥＦ（融着）接合とする。ただし、現場状況

（地下水位、既設管の止水状況等）によりＥＦ接合が困難な場合や、既設管との連結部分については、

水道局と協議のうえ、メカニカル接合、または金属接合とすることができる。 

② 管の内外面の状態をよく確認し、使用上有害な欠点が見つかった材料は使用しないこと。ただし、有害な
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欠点を切断等で除去できる場合は使用を認める。 

③ 接合部の管表面に土や汚れなどが付着していると管や継手類に傷が付くので、必ず水洗いするかタオルや

ウエスで取り除く。  

④ 継手の部品（インコア、リング）は必ず新しいものを使用すること。 

⑤ 管体や継手の製造会社や規格を十分に確認し、適合しない接続は行わないこと。 

⑥ ＥＦ接合時に使用する機器や工具類は、使用前に日常点検や定期点検を行い、異常が認められた場合は 

使用しないこと。 

⑦ ＥＦ接合中に停電などの異常が発生した場合、当該継手の再利用や再融着は行わないこと。 

⑧ ＥＦ接合において、風雨時などで作業環境が安定しない場合は特に注意すること。 

⑨ 生曲げの最小半径は、管の外径の３０倍以上とすること。 
 

(６) 配管の手順 
 

別冊の「ポリエチレン管配管要領」を参照のこと。 

 

２．水道用ポリエチレン１種二層管・・・ＰＰ 
 
(１) 運搬 

① 管や継手は、傷がつきやすいので、積み下ろしの時などに放り投げたり、引きずるようなことは避ける。 

② 管が荷台などの角に直接当たらないよう緩衝材で保護する。 

③ 輸送中のすり傷の発生を防ぐため、管が動かないように固定させる。 
 

(２) 保管 

① 管は、平面上に横積みとし、積み高さ１.５ｍ以下にする。 

② 管体表示の消失や汚れを防ぐため、屋外放置は避ける。 

③ 継手類は梱包のまま、日光の当たらない屋内に整理して保管する。 

④ 火災の危険や材質の変形を避けるため、火気または熱源に近づけないこと。 

⑤ 管端が直射日光に当たると材質が劣化する恐れがあるので、必ず管端キャップを施す。なお、キャップ 

を紛失した場合は、１０cmほど切断してから使用すること。 
 

(３) 工具等 

① 切断作業に用いる工具 

作業項目 工具等 

切断位置のマーク マジックインキ（白色） 

管の切断 パイプカッター 

内面のバリ取り 面取器 
 

② 接合作業に用いる工具 

作業項目 工具等 

管の清掃 ウエス 

インコアの挿入 プラスチックハンマー 

袋ナットの締め付け パイプレンチ、トルクレンチ 
 

(４) 切断時の留意点 

① 継手の受入口からの長さを考慮し、切断箇所にはあらかじめ白色マジックインキなどで標線を入れる。 

② 標線に沿い、管軸に対して直角になるようパイプカッターで切断する。ノコ歯での切断は避けること。 
 

(５) 接合上の注意事項 

① 接合部の管表面に傷があると漏水する場合があるので、管に傷のない箇所を選ぶこと。  

② 接合部の管表面に土や汚れなどが付着していると管や継手類に傷が付くので、必ず水洗いするかタオルや

ウエスで取り除く。 

③ 継手の部品（インコア、リング）は必ず新しいものを使用すること。 

④ 生曲げの最小半径は、管の外径の２５倍以上とすること。 
 

(６) 配管の手順 
 

別冊の「ポリエチレン管配管要領」を参照のこと。 
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第６章  受水槽等 
 
◆ 受水槽を設置するにあたっては、下記の基準とともに、「燕・弥彦総合事務組合貯水槽給水施設の衛生管理

指導要綱」に適合するよう努めること。 
 

☞関連事項 

・下記の基準、及び燕・弥彦総合事務組合貯水槽給水施設の衛生管理指導要綱に適合

するかの判定は、別冊の「様式集」にある「受水槽の設置にかかる指針等適合判定

書」を活用のこと。 
 

１．受水槽の設置にかかる基準 
 

器具名等 条件 設置・取付け位置 構造・仕様等 

水槽本体 － ・次のア～ウを満た

すこと。 

ア．換気がよい場所 

イ．維持管理の容易

な場所 

ウ．し尿浄化槽、下

水等の汚染源に

近接しない場所 

・道路より低い位置に設ける場

合は、雨水、及び汚水の流入

を防止するような構造とする

こと。 

・地下に設置する場合は、流入

管を立上げ（地上から１.５ｍ

以上を標準）、頂上部に真空破

壊装置を取付けること。 

吐水口 － － ・口径は水道メーターの口径よ

り大きくしないこと。 

ボールタップ ・吐水口径 

φ１３～φ２０  

・点検修理に便利な

場所を選定し、そ

の近くにマンホ

ールを設置する

こと。 

・複式ボールタップによる入水

とすること。 

・上記以外 － 

マンホール － ・ボールタップ付近 － 

定水位弁 

（副弁付き） 

・吐水口径φ２５以上 － ・水撃作用を防止する。 

定流量弁 

（流量調節弁） 

・口径φ４０以上の水道メー

ターを使用する場合 

・給水管 ・流量過大を防止する。 

ウォーターハ

ンマー防止器 

・吐水口径φ２５以上 ・定水位弁の上流 ・容積、型式の選定、及び設定

空気圧は、機器の計算式によ

り決定すること。 

・水撃作用を防止する。 

防波装置 ・吐水口φ２５以上 

※φ２０以下でも必要 

に応じ取り付ける。 

－ － 

水栓（直圧） － ・受水槽入口のバル

ブ一次側 

・１箇所設置すること。 

逆流防止装置 － ・受水槽入口のバル

ブ二次側 

－ 

真空破壊装置 

（バキューム

ブレーカー） 

・受水槽を地下に設置する場

合 

・流入管の頂上部 ・真空状態を防止する。 
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２．受水槽等に給水する場合の吐水口空間（口径φ25 以下の場合） 
 

 

 

口径 

Ａ 

越流面から吐水口の中心 

までの垂直距離 

Ｂ 

近接壁から吐水口の中心 

までの水平距離 

φ１３以下 ２５mm以上 ２５mm以上 

φ１３超φ２０以下 ４０mm以上 ４０mm以上 

φ２０超φ２５以下 ５０mm以上 ５０mm以上 
 

※１ 浴槽に給水する場合、Ａは５０mm未満であってはならない。 

※２ プール等の水面が特に波立ちやすい水槽、事業活動に伴い洗剤または薬品を入れる水槽、及び容 

器に給水する場合、Ａは２００mm未満であってはならない。 

※３ 上記の※１、２は、給水用具の内部の吐水口空間、及び吐水口一体型給水用具には適用しない。 
 

☞吐水口一体型給水用具とは 

・水受け部と吐水口が一体の構造であり、水受け部の越流面と吐水口の間が分離され

ていることにより水の逆流を防止する構造の給水用具。 

 

３．作成・提出する図面等 
 
(１) 貯水槽給水施設設置届出書 
 
(２) 貯水槽給水施設変更（廃止）届出書 
 
(３) 受水槽以下の給水施設台帳 
 
(４) 防錆剤使用届出書 
 
(５) 防錆剤等変更（停止）届出書 
 
(６) その他 

 ① 平面図 

② 立面図 

③ 詳細図 

④ 受水槽容量計算書 
 

☞関連事項 

・各種様式は、別冊の「様式集」を参照のこと。 

・用いる文字、記号、色等は第11章（22ページ）を参照のこと。 
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第７章  管路活水器等 
 
◆ 第２章（３ページ）で指定する事項、及び以下に示す事項に沿う場合に限り、給水装置の管路に活水器、元

付け型浄水器等（以下、活水器等）の設置を認める。 
 
◆ 磁気式等で給水装置の外側に設置し、水道水に接触しないタイプの活水器は除く。 
 
◆ 管理者の水質管理の責任分界点は活水器等の上流側の逆止弁までとし、活水器等の維持管理責任、及び同逆

止弁より下流側の水質管理の責任は申込者が負う。 
 
◆ 活水器等を設置する場合は、管理者と十分に協議すること。 
 
◆ 工事事業者は、申込者に対し、活水器等の維持管理について十分な説明を行い、理解を得ること。 

 

１．管路活水器等の設置にかかる条件 
区分 条件 

専用住宅、事務所ビ

ル等に設置する場

合 

・活水器等は水道メーターの下流側で、メーターボックスより５０㎝以上離して

設置すること。 

・活水器等の上流側に逆止弁を設置すること。 

・活水器等の上流側に給水栓を設置すること。 
 

※特記事項等 

・給水栓は、水質検査を行う際の取水、活水器等の異常時や修理時における飲用

水の確保に利用する。 
 
・逆流防止の措置を講じること。 

共同住宅（３階への

直結直圧給水方式）

に設置する場合 

 

※親メーター無し 

・第一止水栓の下流側で、かつ各戸メーターの上流側に設置すること。 

・活水器等の上流側に逆止弁を設置すること。 

・活水器等の上流側より分岐した共用メーターを設置し、給水栓を設けること。 

（他に共用メーターがある場合は兼用すること） 

直結増圧給水方式

による給水装置の

管路に設置する場

合 

・活水器等は増圧給水装置の下流側に設置すること。 

・共用メーター、逆止弁は兼用できるものとすること。 

増圧給水装置の設

置猶予の場合 

・増圧給水装置の設置時に当指針に適合するよう改造することを条件に、前記の

共同住宅のケースを準用する。 

・増圧給水装置の設置予定場所を考慮し、逆止弁を設置すること。 

受水槽方式から直

結給水方式へ変更

する建物で、既に設

置されている場合 

・原則として当指針に適合するように改造すること。 

全般 ・活水器等の製造メーカーが示す損失水頭を考慮し水理計算を行うこと。 

・活水器等の定期点検など、維持管理の徹底を怠った場合、水質に変化を与える 

 恐れがあるため、申込者の「管路活水器等設置誓約書」（別冊）を提出すること。 
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２．管路活水器等の設置例 
 
（１）専用住宅、事務所ビル等の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）共同住宅（３階への直結直圧給水方式）の場合 
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（３）直結増圧給水、増圧猶予の場合 
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第８章  ３階建て建物への直結直圧給水⽅式の特例 
 
１．特例に関する基準 
 
 (１) ３階以上の建物への給水は原則として受水槽方式とするが、下記の基準に適合する場合は、３階建ての建

物への直結直圧給水方式による給水を特例として認める。 

項目 基準事項 

対象とする建物 
・３階建ての建物 

・原則として一般住宅、店舗併用住宅、店舗、または集合住宅であること。 

現地調査・水理計算 
・工事箇所、またはその付近の配水管最小動水圧を自記録水圧計により２４時間

測定し、その最小値をもとに水理計算を行い給水可能か判断すること。 

分岐対象管口径 ・給水管がφ５０mm以上の配水管から直接分岐されていること。 

給水管口径 ・分岐元となる配水管より２段落ちまでとし、φ５０㎜以下とすること。 

水道メーター口径 ・φ２０mm以上であること。 

立ち上り管 
・３階への給水は原則として単独配管とし、屋外の立ち上り部に止水栓を設置す

ること。 

接続器具 
・３階の給水用具として湯沸器や水道直結式トイレ等を接続する場合は、作動に

必要な最低作動水圧が確保できるよう設計すること。 

その他 

・管理者と事前協議を必ず行なうこと。 

・上記基準に加え、特例外の工事や無断での改造、増設工事を行わないこと等を

遵守するよう、申込者の「直結直圧給水方式の特例にかかる誓約書」（別冊）を

提出すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

第９章  取出工事 
 
１．分岐取出しの条件・基準 
 
(１) 給水管の分岐取出しができる配水管の口径はφ２５０までとする。ただし、口径がφ２５０であっても送

水管（耐震管）については取出し不可とする。  
   
 (２) 配水管へ給水装置を取り付ける際、及び給水装置を埋設する際は下記の離隔を確保すること。 

区分 離隔 

配水管に継手部がある場合 配水管継手部の端面からの取付口（サドル付分水栓等）の端面ま

での最小離隔として３０㎝以上確保する。 

配水管に複数の給水装置を取り付 

ける場合 

それぞれの取付口（サドル付分水栓等）の端面から端面までの最

小離隔として３０㎝以上確保する。 

他の埋設物や構造物と給水装置が 

並行する場合 

それぞれの外面と外面との最小離隔として３０㎝以上確保する。 

他の埋設物や構造物と給水装置が 

交差する場合 

それぞれの外面と外面との最小離隔として１５㎝以上確保する。 

また、給水装置の継手部を交差させないこと。 
 
 (３) 配水管の異形管から分岐してはならない。 
 
 (４)１つの区画・敷地への給水管の引込みは、１本を原則とする。 
 

☞関連事項 

・管理者が特別の理由があると認めたときはこの限りでない。 

第10章（21ページ）を参照のこと。 
 
 (５) 分譲地内に共同管を布設して各区画に引き込む場合の分岐取出し方法は、サドル取出しとする。 
 
 (６) 配水管が鋳鉄管の場合、穿孔部へのインコアの挿入を確実に行うこと。 
 
(７) 管理者と十分に協議すること。 

 

２．分岐取出しの⽅法 
 
 (１) 配水管が石綿管、ビニール管、ポリエチレン管の場合 
 

 
取出しする給水管口径 

φ２０ φ２５ φ４０ φ５０ φ７５ φ１００ φ１５０ 

配
水
管
口
径 

φ５０  ★ 不・切    

φ７５    ★    

φ１００     不・切  

φ１５０  サ  

不 

切 

φ２００     
 

φ２５０     

★印は、配水管がＶＰ、ＨＩＶＰ、ＰＥ管の場合に限りサドル取出しが可能。 

 
☞凡例 

・サ・・・・・サドル取出し 

・切・・・・・切り取り(チーズ分岐) 

・不・・・・・不断水割Ｔ字管取出し 

・不・切・・・不断水割Ｔ字管取出し、または切り取り(チーズ分岐) 
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 (２) 配水管が鋳鉄管の場合 
 

 
取出しする給水管口径 

φ２０ φ２５ φ４０ φ５０ φ７５ φ１００ φ１５０ 

配
水
管
口
径 

φ５０        

φ７５        

φ１００       

φ１５０  サ   
不・切 

 

φ２００       

φ２５０        

 
☞凡例 

・サ・・・・・サドル取出し 

・切・・・・・切り取り(チーズ分岐) 

・不・・・・・不断水割Ｔ字管取出し 

・不・切・・・不断水割Ｔ字管取出し、または切り取り(チーズ分岐) 

 

 (３) 配水管が水道配水用ポリエチレン管の場合 
 

別冊の「ポリエチレン管配管要領」を参照のこと。 

 

３．止水栓及び仕切り弁の設置位置 
 
 (１) 止水栓、及び仕切り弁は、水道メーターの上流側に設置する。 
 
 (２) 止水栓、及び仕切り弁は、下図のように官民境界より０.４ｍの位置に設置することを標準とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

官
⺠

境
界
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(３) やむをえず道路上に止水栓または仕切り弁を設置する場合には、自動車等による輪荷重の影響がないよう

に次の①、②を考慮する。 

① 分岐部に近く、かつ官民境界に近接させて設置する。 

② 下図のように隅切りより１.５ｍ引込み道路側に設置することを標準とする。 
 
 

 

 

 

 

４．給水管の耐圧試験 
 
 (１) 配管が完了した後、漏水が発生していないか次の手順で確認を行うこと。 
 
  ① 給水管が帰属対象とならない場合 

順 作業等 

ａ ＥＦサドル(止水プラグ付き)、ＥＦサドル付分水栓、ボール式サドル付分水栓を閉止する。 

ｂ 第一止水栓・仕切弁の二次側にテストポンプを設置する。 

ｃ テスト圧力０.７５MPaまで加圧し、圧力が安定した後、２分間目視する。 
 

② 給水管が帰属対象となる場合 

順 作業等 

ａ ＥＦサドル(止水プラグ付き)、ＥＦサドル付分水栓、ボール式サドル付分水栓を閉止する。 

ｂ 制水弁の二次側に記録式の水圧試験器を設置する。 

ｃ 

テスト圧力０.７５Ｍｐａまで加圧し、５分間放置する。 

 ⇒ 放置後、水圧を０.７５Ｍｐａまで再加圧する。 

    ⇒ 再加圧後、すぐに０.５０Ｍｐａまで減圧し、１時間後の水圧を確認する。 

      ⇒ ０.４０Ｍｐａ以上・・・漏水なし（合格） 

      ⇒ ０.４０Ｍｐａ未満・・・２４時間後の水圧を確認する。 

                    ⇒ ０.３０Ｍｐａ以上・・・漏水なし（合格） 

                    ⇒ ０.３０Ｍｐａ未満・・・漏水あり（不合格） 
 

☞関連事項 

・給水管の耐圧試験については、別冊の「ポリエチレン管配管要領」も参照のこと。 

 

 

 

 

 

官
⺠

境
界

 

官⺠境界 
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第 10 章  撤去工事 
 
１．撤去工事 
 
(１) 撤去工事の区分 

※ 使用しない給水管等を撤去する場合は、原則として配水管からの分岐部で閉止する。 

また、給水管の引込みは、１つの区画・敷地につき１本が原則であるが、特別な理由がある場合は、 

下表で指定する閉止位置・方法により、その例外を認める。 

   ※ １つの区画・敷地に複数本ある給水管のうち使用しないものについて、将来的に給水の予定があると 

して第一止水栓（無い場合は敷地内の官民境界）で閉止する場合は、給水装置工事申込書に申込者から 

念書を得ること。 

区分 閉止位置 閉止方法等 

以後、使用予

定の無い給水

装置を撤去 

下記以外 配水管の分岐部 

【ＥＦサドル(止水プラグ付き)の場合】 

・止水用プラグを挿入してＥＦキャップ止め 

【分水栓の場合】 

・ユニオンを外して砲金キャップ止め 

【チーズ分岐の場合】 

・キャップ止め 

（ＨＰＰＥの場合はＥＦキャップ） 

将来的に配水管の

布設替えの予定が

ある場合 

敷地内の官民境界 

・キャップ止め 

（ＨＰＰＥの場合はＥＦキャップ） 

・標示杭設置 

（申込者負担） 

給水管の取出し口径の変更に伴い

不要となる給水管がある場合 
配水管の分岐部 

【ＥＦサドル(止水プラグ付き)の場合】 

・止水用プラグを挿入してＥＦキャップ止め 

【分水栓の場合】 

・ユニオンを外して砲金キャップ止め 

【チーズ分岐の場合】 

・キャップ止め 

（ＨＰＰＥの場合はＥＦキャップ） 

区画変更等に

より１つの区

画に給水管の

引込みが２本

以上となった 

うち、使用しない 

給水管 
敷地内の官民境界 

・キャップ止め 

（ＨＰＰＥの場合はＥＦキャップ） 

・標示杭設置 

（申込者負担） 

将来的に給水の 

予定がある給水管 

第一止水栓 

（無い場合は敷地

内の官民境界） 

・キャップ止め 

（ＨＰＰＥの場合はＥＦキャップ） 

・標示杭設置 

（申込者負担） 

給水装置の一部を撤去するが、以後

も給水の予定がある 

第一止水栓 

直結止水栓 

給水管の切断部 

など適宜 

・キャップ止め 

（ＨＰＰＥの場合はＥＦキャップ） 

・プラグ止め 

（直結止水栓の場合） 

 

(２) 撤去にかかる申込書や報告書には、閉止位置のオフセットを原則として３点以上正しく測定し記入するこ

と。 
 

☞関連事項 

・申込書や報告書にかかる事務は第13章（31ページ）を参照のこと。 

・様式は別冊の「様式集」を参照のこと。 
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第 11 章  製図 
 
◆ 給水装置の製図は、定められた文字、記号をもって作成すること。 
 
◆ 特に給水装置工事報告書は、維持管理の基本的資料として永久保存される大切なものであるので、詳細、明

瞭かつ正確に描くこと。 

 

１．文字・単位・記号 
 
(１) 文字 

ＪＩＳ Ｚ ８３１３－１９８４（製図に用いる文字）を標準とする。 
 
 (２) 単位 

① 長さ 

区分 指定 

単位 メートル 

数値表示 少数点以下第１位まで 

単位記号 不要 

② 口径 

区分 指定 

単位 ミリメートル 

単位記号 不要 

寸法補助記号 数値の前にφを記入 
 
 (３) 記号 

第12章（25ページ）に示す給水装置用記号によるものとする。 
 
 (４) 管種の表示（文字記号） 

管種 文字記号 

石綿管 ＡＣＰ 

ダクタイル鋳鉄管 ＤＩＰ 

硬質塩化ビニール管 ＶＰ 

耐衝撃性硬質塩化ビニール管 ＨＩＶＰ 

水道配水用(給水用)ポリエチレン管 ＨＰＰＥ 

銅管 ＣＰ 

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＰＢ 

水道用ポリ粉体内外面被覆ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＰＤ 

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管Ａ、Ｂ、Ｄ ＳＧＰ－ＶＡ、ＳＧＰ－ＶＢ、ＳＧＰ－ＶＤ 

水道用ポリエチレン管 ＰＰ 

水道用架橋ポリエチレン管 ＸＰＥＰ 

水道用ポリブデン管 ＰＢＰ 

 

２． 付近⾒取図 
 
 (１) 工事場所が容易に判断できるよう、次のような詳細についても正確に描くこと。 
 

項目 記入する色 

付近の目安となる建物 黒色 

隣接する建物 〃 

道路路線名 〃 

消火栓 〃 

仕切り弁 〃 

分譲地等の場合は全ての区画 〃 

給水管の引込み位置 赤色 
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３．平面図 
 
 (１) 次の各項目を正確に描くこと。 
 

項目 記入する色 

道路 

道路の種別 黒色 

道路幅 〃 

舗装の種別 〃 

歩車道の区別 〃 

公私道の区別 〃 

側溝 〃 

官民境界 〃 

隣地境界 〃 

当該建築物の間取り 〃 

既設の配水管 

配管 〃 

管種 〃 

口径 〃 

既設の給水装置 

（不明の場合は不要） 

配管 〃 

材料・給水用具類 〃 

新設する給水装置 
配管 赤色 

材料・給水用具類 〃 

撤去した給水装置 

配管 黒色で描き青色で 

斜め打ち消し線 

材料・給水用具類 黒色 

既設の給水設備 

（不明の場合は不要） 

配管 〃 

材料・給水用具類 〃 

新設する給水設備 
配管 青色 

材料・給水用具類 〃 

撤去した給水設備 
配管 

黒色で描き青色で 

斜め打ち消し線 

材料・給水用具類 黒色 

 

４．⽴面図 
 
 (１) 平面図に書き表さない材料・給水用具類や施工方法を正確に描くこと。 
 

項目 記入する色 単位等 

道路 
側溝 黒色 ― 

官民境界 〃 ― 

既設の配水管 

配管 〃 ― 

管種 〃 ― 

口径 〃 ― 

既設の給水装置 
（不明の場合は不要） 

配管 〃 ― 

管種 〃 ― 

口径 〃 ― 

延長 〃 ・０.１ｍ単位で記入 

材料・給水用具類 〃 ― 

材料・給水用具名 〃 ― 

新設する給水装置 

配管 赤色 ― 

管種 黒色 ― 

口径 〃 ― 

延長 〃 ・０.１ｍ単位で記入 
・１ｍ以上の直管を使用した
時は、必ず異形管から異形
管までの延長を記入 
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新設する給水装置 
材料・給水用具類 赤色 ― 

材料・給水用具名 黒色 ― 

撤去した給水装置 

配管 黒色で描き青色で 
斜め打ち消し線 

― 

管種 黒色 ― 

口径 〃 ― 

延長 〃 ・０.１ｍ単位で記入 

材料・給水用具類 〃 ― 

材料・給水用具名 〃 ― 

既設の給水設備 
（不明の場合は不要） 

配管 黒色 ― 

管種 〃 ― 

口径 〃 ― 

延長 〃 ・０.１ｍ単位で記入 

材料・給水用具類 〃 ― 

材料・給水用具名 〃 ― 

新設する給水設備 

配管 青色 ― 

管種 黒色 ― 

口径 〃 ― 

延長 〃 ・０.１ｍ単位で記入 
・１ｍ以上の直管を使用した
時は、必ず異形管から異形
管までの延長を記入 

材料・給水用具類 青色 ― 

材料・給水用具名 黒色 ― 

撤去した給水設備 

配管 黒色で描き青色で 
斜め打ち消し線 

― 

管種 黒色 ― 

口径 〃 ― 

延長 〃 ・０.１ｍ単位で記入 
・１ｍ以上の直管を使用した
時は、必ず異形管から異形
管までの延長を記入 

材料・給水用具類 黒色で描き青色で 
斜め打ち消し線 

― 

材料・給水用具名 黒色 ― 
 
 (２) 次の①～⑥すべてを満たす場合は、立面図の省略を認める。ただし、管理上必要であると管理者が判断し

た場合は省略不可とする。 

① 次のいずれかに該当する新設、または改造工事である。 

ア．２階建てまでの一般住宅 

イ．作業小屋、畑、ハウス、庭園、駐車場で給水用具が５栓以下 

② 給水方式はすべて直結直圧方式である。 

③ 取出し口径、及び水道メーターの口径はφ２５以下である。 

④ 水理計算書や水量・水圧に係る念書の提出を必要としない。 

⑤ 管、材料・用具の種類、名称、延長、数量等を平面図上に記入する。 

⑥ グランドレベル（ＧＬ）、フロアライン（ＦＬ）を平面図上に記入する。 

 

５．オフセット 
 
（１) 次の①、②を天災地変などに左右されない一定不変の測点から原則として３点以上正しく測定し、給水装

置工事報告書に記入すること。 

① 配水管からの分岐部（サドル取付部等） 

② 第一止水栓の位置 
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第 12 章  給水装置の表示 
 
１．直結給水⽅式 
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２．受水槽⽅式 
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３．管類の表示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文字，数字は黒

色、斜線は青色で

記入する。 

水道配水用(給水用)

ポリエチレン管 

ＨＰＰＥ 
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４．管類、及びその他 
 
 (１) ダクタイル鋳鉄管配管 記号例一覧 

① 継手の記号例 

 
② 異形管の記号例 
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 (２) 水道配水用ポリエチレン管配管記号例一覧 

  ① 直管の記号例 

 
② 異形管の記号例 
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第 13 章  工事にかかる主な事務 
 
◆ 給水装置工事の申込をしようとする者は、選定した工事事業者と契約を行い、管理者に申し込むものとする。 
 
◆ 工事事業者は、次の１．２に示す書類を申込者に説明のうえ作成し、その確認を得て提出すること。 
 
◆ 設計、及び施工の適・不適が給水装置の維持管理に及ぼす影響がきわめて大きいため、給水の確実性が保た

れ、維持管理が経済的かつ容易であるよう特に考慮すること。 
 
◆ 道路や河川などの許認可を要す工事の場合、関係官公署等と十分に協議を行うこと。また、許可が下りるま

でに相応の期間を要す旨、申込者の了解を得ておくこと。 
 
◆ 他人名義の家屋や土地での給水装置工事、他人名義の給水装置から分岐引用するとき、また、そのほか特別

な事由がある場合は、原則としてそれぞれの権利関係者、及び利害関係者の承諾を得ること。 
 
◆ 給水用具の交換とそれに伴う必要最小限の配管を行う場合は申込みを省略することができる。 
 
◆ 一連の事務の流れは、別冊の「給水装置工事申込等の流れ」を参照のこと。 

 

１．給水装置工事申込書 
 
 (１) 別冊の「給水装置工事申込書」を使用し、両面印刷すること。 
 
(２) 工事の種類は、第１章（１ページ）のとおりとし、次により申し込むこと。 

工事の種別 申込み区分 

新設工事 

新設引込のみ 

１つの区画・敷地に給水管を引込む場合 
配水管からの分岐取出し１本 

につき１件 

複数区画の 

団地を造成 

する場合 

配水管から団地内道路に

布設する共同管を分岐取

出し、その共同管から各

区画へ給水管を分岐する

場合 

配水管からの分岐取出し１本 

につき１件 

配水管から区画ごとに給

水管を分岐取出しする場

合 

造成する団地につき１件 

新設引込・給水 

新規開栓 

集合住宅以外の場合 水道メーター１個につき１件 

集合住宅の場合 
配水管からの分岐取出し１本 

につき１件 

改造工事 

修繕工事 

撤去工事 

集合住宅以外の場合 

水道メーター１個につき１件 

配水管からの分岐取出し１本 

につき１件 

集合住宅の場合 
配水管からの分岐取出し１本 

につき１件 
 
 (３) 工事場所、及び申込者の住所は、番地まで記入すること。 
 
 (４) 申込者が法人の場合は、必ず法人印、及び代表者印を押印すること。 
 
 (５) 次の場合は、原則として承諾者の自筆で住所・氏名を記入すること。 

① 他人名義の家屋に給水装置を設置する場合 

② 他人名義の土地に給水装置を布設する場合 

③ 他人名義の給水装置から分岐引用する場合 

④ ①～③のほか特別の事由がある場合 
 
 (６) 特殊な事情や個人の都合による設計を行う工事の場合は、給水装置工事申込書に申込者から念書を得る 

こと。 
 
 (７) 工事着手予定日、及び竣工予定日を記入すること。 
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２．給水装置工事設計資料・給水装置工事竣工報告書 
 
 (１) 別冊の「給水装置工事設計資料」、「給水装置工事竣工報告書」を使用し、両面印刷すること。 
 
 (２) 平面図には、敷地境界を一点破線で記入する。 
 
 (３) 取出工事のある場合、平面図と立面図には、配水管の管種、口径、及び分水栓の位置を記入すること。 
 
 (４) 改造工事の場合、平面図と立面図には、既設給水管の管種、口径を記入すること。 
 
 (５) 給水装置工事竣工報告書には、第一止水栓のオフセットを原則として３点以上記入すること。 
 
 (６) 取出工事の場合、給水装置工事竣工報告書の平面図には配水管の深さ、及び分岐箇所のオフセットを原則

として３点以上記入すること。 

 

※特記事項等 

【水道の臨時使用において必要な事務】 
 

 
解体工事 

撤去工事 

現場事務所の 

開設 

給水装置工事申込書 ― ○ 

給水装置工事申込書（撤去用） ○ ― 

給水装置工事設計資料 ― ○ 

給水装置工事竣工報告書 ― ― 

給水装置工事自主検査報告書 

兼 竣工後工事検査申請書 
― ― 

給水装置工事竣工報告書(撤去用) ― ○ 

設計審査・検査手数料 ― ○ 

  ＊臨時使用 

過去に給水した経歴がある場所にて配管のうえ、一定期間だけ水道を使用し、 

使用期間終了後に配管した給水管等を撤去するもの。 
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第 14 章  竣工検査 
 
１．検査の注意事項 
 
 (１) 工事事業者は、工事完了後速やかに、かつ必ず施主への引渡し前に検査を受けること。 
 
 (２) 工事事業者は、「給水装置工事竣工報告書」の提出に先立ち、別冊の「給水装置工事自主検査報告書 兼 竣

工後工事検査申請書」により、次の２に列記する項目の検査を十分に行なうこと。 
 
 (３) 工事事業者は、予定する検査日の３営業日前までに「給水装置工事竣工報告書」、及び「給水装置工事自

主検査報告書 兼 竣工後工事検査申請書」を管理者に提出し、検査日を協議すること。 

また、その際、設計審査・検査手数料を納入すること。 
 

※特記事項等 

・管理者が必要が無いと認めた場合は、現地検査を省略する。 
 
 (４) 現地検査を行う場合、工事事業者は、テストポンプ、及び必要工具を持参のうえ、主任技術者に立会いを

させること。 
 
 (５) 工事事業者は、管理者から「給水装置工事竣工報告書」の手直しの指示を受けた場合は、検査日から３営

業日以内に再提出すること。 

 

２．検査項目 
 
 (１) 給水装置工事竣工報告書の記載内容のとおり施工されているか。 
 
 (２) 漏水が発生していないか（テスト圧力０.７５MPa、２分間目視による耐圧試験）。 
 
 (３) 配管の口径、経路、延長、埋設深度、接合方法が適切であるか。 
 
(４) 集合住宅等で複数の水道メーターを設置する場合、誤配管がされていないか。 
 
 (５) 第一止水栓の設置状況、及び操作に支障がないか。 
 
 (６) 水道メーターは逆付けや片寄りがなく、水平に取付けられており、台座は最上段に設置されているか。 
 
 (７) 水道メーター、メーターボックスの設置位置は、検針・取替えに支障がないか。 
 
 (８) 水の汚染、破壊、浸食、凍結等を防止するための適切な処置がなされているか。 
 

※特記事項等 

・保温用の保温材は水道メーター本体がもぐるまで入れること。 
 
 (９) 給水用具が性能基準適合品であるか。 
 
 (10) 逆流防止のための給水用具の設置、吐水口空間が確保されているか。 
 
 (11) 通水後、各給水用具からそれぞれ放流し、水道メーターを経由しているか。 
 
 (12) 給水用具の吐水量、動作状態などに異常がないか。 
 
 (13) 水質に異常（臭気、異物、塩素の揮発）がないか。 

 

３．写真等の提出 
 
 (１) 工事事業者は、次の写真等を提出することにより、検査の効率的な実施を図ること。 

① 水道メーターの位置が分かる写真 

② メーターボックス内の状況が分かる写真 

③ 水道メーターの番号が識別できる写真 

④ 自主検査における耐圧試験の実施状況にかかる写真 

⑤ その他 
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ＦＡＸ ０２５６－７８－７６８０ 
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